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○

金
融
機
能
の
早
期
健
全
化
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
国
庫
納
付
金
）

第
十
五
条
の
二

機
構
は
、
運
営
委
員
会
（
預
金
保
険
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る

（
新
設
）

運
営
委
員
会
を
い
う
。
）
の
議
決
を
経
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け
て

、
金
融
機
能
早
期
健
全
化
勘
定
に
属
す
る
剰
余
金
の
全
部
又
は
一
部
を
国
庫
に

納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
金
融
再
生
勘
定
へ
の
繰
入
れ
）

第
十
五
条
の
三

機
構
は
、
金
融
機
能
再
生
緊
急
措
置
法
第
六
十
七
条
第
一
項
に

（
新
設
）

規
定
す
る
金
融
再
生
業
務
の
終
了
の
日
に
お
い
て
、
金
融
再
生
勘
定
（
金
融
機

能
再
生
緊
急
措
置
法
第
六
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
再
生
勘
定
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
及
び
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
財
産
を
も
っ
て

そ
の
債
務
を
完
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
内
閣
府
令
・
財
務
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
財
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て

、
金
融
機
能
早
期
健
全
化
勘
定
か
ら
、
当
該
債
務
を
完
済
す
る
た
め
に
要
す
る

費
用
の
範
囲
内
に
限
り
、
金
融
再
生
勘
定
に
繰
入
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
金
融
機
能
早
期
健
全
化
勘
定
の
廃
止
）

（
金
融
機
能
早
期
健
全
化
勘
定
の
廃
止
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２

機
構
は
、
金
融
機
能
早
期
健
全
化
勘
定
の
廃
止
の
際
、
金
融
機
能
早
期
健
全

２

機
構
は
、
金
融
機
能
早
期
健
全
化
勘
定
の
廃
止
の
際
、
金
融
機
能
早
期
健
全
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化
勘
定
に
残
余
が
あ
り
、
か
つ
、
金
融
再
生
勘
定
に
属
す
る
財
産
の
状
況
に
照

化
勘
定
に
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば

ら
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め

な
ら
な
い
。

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
財
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
金
融

機
能
早
期
健
全
化
勘
定
か
ら
当
該
残
余
の
額
の
全
部
又
は
一
部
を
金
融
再
生
勘

定
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

機
構
は
、
前
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
繰
り
入
れ

（
新
設
）

た
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
一
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
五
条
の

第
二
十
一
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
前
条
の

二
、
第
十
五
条
の
三
、
第
十
八
条
第
二
項
並
び
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
（

規
定
に
よ
る
権
限
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
金
融
庁
長
官
に
委
任

政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
金
融
庁
長
官
に
委
任
す
る
。

す
る
。


